
役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information －

　町では、苫小牧信用金庫と締結した「地域結婚支

援事業の連携に関する協定」に基づき、結婚を希望

する方の出会いや、きっかけづくりの一環として、

苫小牧信用金庫が運営する「ＬＬＢ会結婚相談所」

への入会を推進しています。

■とましんＬＬＢ会結婚相談所って？■

　苫小牧信用金庫が運営する結婚

相談所で、専任スタッフのサポー

トのもと、会員同士の「お見合い」

による婚活事業を行っています。

【活動実績】（令和７年 10 月末現在）

・会員数　男性 409 名、女性 407 名

・お見合い件数 1,157 件

・婚約／結婚数　  74 組

※この１年間で、お見合件数が 228 件、婚約／結婚

が２組増えています。

【入会申込方法】

　ＬＬＢ会事務局へ申込が必要です。提出書類の詳

細は、「お問い合わせ先」にご連絡ください。（書類

の作成・提出はお手伝いします。）

　また、入会時に預

り金として 10,000

円が必要ですが、退

会時に全額返金され

ます。

●問い合わせ先

　産業課産業グループ農産係

　☎ 0146・47・2183（直通）

　とましんＬＬＢ会結婚相談所事務局

　☎ 0144・56・5026（直通）

多数のカップル誕生！ とましんＬＬＢ会で「婚活」しませんか？

専任スタッフがサポートします！

詳細はこちらから

　今年９月から申請受付を行っています「あったか

暖房費（１万円）」の申請期限が迫っています。

　以下の対象世帯で、今年度まだ申請されていない

世帯の方は、お早めに役場保健福祉課窓口まで申請

をお願いします。

○対象世帯

次の（１）～（３）の要件を全て満たす世帯

（１）住所要件

・令和７年９月１日現在、新冠町に住所があり、申

請時に引き続き町内に居住している世帯

※施設入所者や長期入院者は対象外となります。

（２）課税要件

・令和７年度の町民税非課税世帯で、町税の滞納が

ない世帯（分割納付履行の場合は税務課と要相談）

（３）世帯要件

※「世帯」は住民基本台帳上の世帯で判断します。

・高齢者のみの世帯（世帯全員が令和８年３月 31 日

までに 65 歳以上となる世帯）

・障害者手帳（身体・療育・精神）の交付を受けて

いる方がいる世帯

・ひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けてい

る世帯

・65 歳以上と 18 歳以下（平成 19 年４月１日以降生

まれ）のみで構成される世帯

○申請書類

・申請書（受付窓口で用意しています）

・入金希望口座の通帳写し

○受付窓口

　保健福祉課保健福祉グループ福祉係

○申請締切

　令和８年２月２日（月）まで

●問い合わせ先　

　保健福祉課保健福祉グループ福祉係

　　　　　　　　　☎ 0146・47・2113

令和７年度あったか暖房費助成事業のお知らせ

- 申請されていない世帯は忘れずに申請を -

給与者還付申告・年金者申告日程表

一般確定申告日程表

確定申告が始まります！ - 役場での申告受付は３月 13 日までです -

受付時間

９時～ 16 時

会　場

役場 101 会議室

対象地区

全地区

曜　日
月
火
木

期　日
２月９日

10 日
12 日

受付時間

９時 30 分～ 13 時

９時 30 分～ 15 時

９時 30 分～ 13 時

９時 30 分～ 15 時

９時～ 16 時

９時～ 19 時

９時～ 15 時

会　場

新和生活館

東川生活センター

新栄生活センター

緑丘生活センター

節婦生活館

節婦生活館

万世生活センター

本町多目的交流センター

役場 101 会議室

役場 101 会議室

対象地区

美宇・新和・太陽・里平

東川・共栄

新栄・泉・若園

朝日・緑丘・古岸

節婦町（第１区～第４区）

節婦町（第５区～第７区）

大狩部

大富・万世・明和

本町

北星町

中央町

東町

東泊津・西泊津・高江

会場に来られなかった方

曜　日

金

月

火

水

木

金

火

水

木

金

月

火

金

期　日

２月13日

16日

17日

18日

19日

20日

24日

25日

26日

27日

３月２日

３日

４日～12日
※土日を除く

13日

受付時間
９時～ 15 時

会　場
役場 101 会議室

対象地区
全地区

曜　日
日

期　日
３月８日

※２月 13 日から 25 日の間は役場での受け付けはできませんのでご注意ください。

休日申告受付 ※平日の申告ができない方を対象に実施します。

●問い合わせ先：税務課税務グループ ☎ 0146・47・2115

　毎年１月 21 日から２月 20 日は、「北方領土の

日」特別啓発期間です。

　北方領土問題の解決のためには、領土返還に

向けた外交交渉の展開を強く要望する道民世論

の結集が何よりも必要となります。

　一人一人の返還に向けた思いを結集し、北方

領土の返還を実現するため、多くの方々の署名

へのご協力をお願いします。

〇署名コーナーの設置期間と場所

・期　間　１月 21 日（水）～２月 20 日（金）

・場　所　役場庁舎１階ロビー

●問い合わせ先

　企画課まちづくりグループ企画係

　　　　　　　　☎ 0146・47・2498

「北方領土の日」特別啓発期間

　令和８年度および令和９年度に新冠町の競争入札

へ参加を希望される業者は、申請が必要になります

ので、次の期間に必ず申請を行って下さい。

　なお、今回の申請より、紙媒体による申請から北

海道市町村入札参加資格共同審査協議会が運用する

「北海道共同審査システム」を活用したオンライン申

請となります。詳細については町ホームページまた

は担当課へお問い合わせください。

○受付期間

　令和７年 12 月 10 日（水）～令和８年１月 30 日（金）

●問い合わせ先

　・物品購入等・業務委託に関する申請

　　総務課総務グループ財政係　☎ 0146・47・2114

競争入札参加資格審査の申請受付
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